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　「砂防ダムと治山ダムはほとんど同じようなもの

ではないか。どこが違うのか」とよく言われます。

確かに両事業ともダムを渓流に建設することなどを

内容としています。どこが違うのでしょうか。

⑴基づく法律が違う

　砂防は砂防法に基づく事業で国土交通省が所管。

治山は森林法に基づく事業で農林水産省林野庁が所

管している。これにより自ずと予算の出処も異なっ

ている。

⑵実施主体が違う

　法律、所管が違うことにより、実施主体も、砂防

は国であれば国土交通省、地方自治体であれば都道

府県土木所管部、治山は林野庁または都道府県林務

所管部である。

⑶目的が違う

　砂防ダム（砂防堰堤）は上流からの土石流などを

捕捉し、下流の家屋や道路などを土砂災害から守る

ことを主な目的としている。

　一方、治山は森林の造成または維持することを目

的としており、治山ダムは（場合により山腹工事を

併せて施工することにより）渓床勾配を緩和して安

定した勾配に導き渓流の縦横侵食を防止する。これ

により渓床の安定、山脚の固定、土砂流出の抑止・

調整を図りつつ、やがて勾配が安定したダム堆砂地

は植生に覆われ、林木が生育し森林が再生され、森

林の持つ様々な機能が再び発揮されるに至って治山

そのものの目的が達成される。

　ここで、森林の機能とはどんなものがあるだろう

か。主なものを挙げてみると

　①水源の涵養：森林土壌は雨水を地中に浸透さ

せ、ゆっくりと流出させる働きがある。これに

よる洪水緩和機能や水貯留機能

　②土砂流出の防備：林木・地表植生の直接・間接

の作用により土砂が流れ出すことを防ぐ機能

　③土砂崩壊の防止：林木の根の緊結力等により林

地の崩壊の発生を防ぐ機能

　④潮害の防備：津波、高潮のエネルギーを減殺し、

海水塩分による被害を防止する機能

　⑤保健休養：保健休養の場を提供し、空気の浄化

や騒音の緩和等により生活環境を保全する機能

　森林はこういった多種多様な機能を持っている

が、治山事業はこれらの機能がより高度に発揮出来

るよう森林の維持造成を通じて山地災害から国民を

守るとともに水源の涵養、生活環境の保全等を図ろ

うとするものである。

⑷最終的な姿が違う

　砂防ダムは土砂を捕捉することが目的。時には溜

まった土砂を取り除いて土砂を捕捉する機能を維持

する場合もある。近年は水だけ下流に透過して土石、

流木を捕捉し、災害から守る透過型構造のダムも多

くなっている。いずれもコンクリートなどから作ら

れた堤体が土砂等を捕捉し人々を災害から守ってい

る姿が最終的なもの。

　これに対して治山ダムは、多くの場合、連続して

階段状に施工されることにより、勾配が緩くなった

堆砂地に堆砂した土砂に植生が繁茂し、そこにハン

ノキやヤナギなどの林木の定着が進行し、やがて治

山ダムは森林に「埋没」し最終的には森林の一部と

化す。

　このように、砂防ダムと治山ダムは似ているが、

砂防ダムが土砂の流れを捕捉して災害を防止させよ

うというのに対し、治山ダムは最終的には森林を再

生させることにより、人々を山地災害から守る、水

源を涵養する、保健休養の場を提供するなどの多様

な機能を再び発揮させることを狙いとしているとこ

ろが大きく違う点である。

　ここまで来るともう一つ、次の違いも見えてくる。

⑸字が違う

　砂防は「土砂を防ぐ」。治山は「山を治める」。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　県沿岸広域振興局大船渡地域振

興センターは２日付で、総合評価

落札方式で実施する「高田松原津

波復興祈念公園内震災遺構（タピ

ック45及び気仙中学校）改修工事」

を公告した。申請書の提出期限は

10日正午で、入札は24日。

　この工事は、震災の津波で被災

した旧タピック45と旧気仙中学校

の改修を行うもの。これらの施設

は高田松原津波復興祈念公園内に

位置し、被災当時の状況を伝える

遺構として保存・活用を図る。

　施設規模を見ると、タピック45

は鉄筋コンクリート造平屋建てで

延べ床面積は1327.03平方㍍、気

仙中学校は鉄筋コンクリート造３

階建てで延べ床面積は2504.48平

方㍍。工期は180日間で、予定価

格は8026万7000円。改修設計は木

村設計Ａ・Ｔが担当した。

　一関市は、市国土強靱化地域計

画を策定した。2020～25年度まで

の６年間を計画期間としており、

大規模自然災害が発生しても、総

合計画の目標である「みつけよう

育てよう　郷土の宝　いのち輝く

一関」が停滞することのない、「強

さ」と「しなやかさ」を備えた安

全・安心な地域社会の構築に向け

策定。総合計画と整合・調和を図

るとともに、計画に掲げた施策が

大規模自然災害によって停滞しな

い、また、早期に再建するための

各種施策の指針をまとめた。

　同計画の基本目標には、いかな

る大規模自然災害が発生しようと

も、①人命の保護が最大限図られ

る②市及び地域の重要な機能が致

命的な障害を受けず維持される③

市民の財産及び公共施設に係る被

害の最小化が図られる④迅速な復

旧・復興を可能にする－を設定。

　大規模自然災害が発生したとき

でも、①人命の保護が最大限図ら

れる②救助・救急、医療活動等が

迅速に行われる③必要不可欠な行

政機能を確保する④必要最低限の

ライフライン等を確保するととも

に、早期復旧を図る⑤制御不能な

二次災害を発生させない⑥地域社

会・経済を迅速に再建・回復する

－を事前に備えるべき目標に掲げ

ている。

　基本的な方針に①地域強靱化に

向けた取組姿勢②適切な施策の組

合せ③効率的な施策の推進④一関

市の特性に応じた施策の推進－を

設定。地域強靱化に向けた取組姿

勢は▽短期的な視点によらず、長

期的な視野を持って計画的に取り

組む▽災害に強い地域づくりを進

めることにより、地域の活力を高

める視点を持つ－を内容とする。

　適切な施策の組み合せは、▽ハ

ード対策とソフト対策を組み合わ

せ、効果的に施策を推進する▽自

助・共助・公助を適切に組合せ、

行政と市民が連携するとともに、

民間事業者、関係者相互の連携、

協力など役割を分担して取り組む

▽非常時のみならず、平時にも有

効に活用される対策となるよう取

り組む－が中身。

　効率的な施策の推進は▽人口減

少、少子・高齢化社会への対応や

社会資本の老朽化等を踏まえると

ともに、効率的な行財政運営に配

慮し、施策の重点化を図る▽既存

の社会資本を有効活用することに

より、費用を縮減しつつ効率的に

施策を推進する▽限られた財源を

最大限に活用するため、ＰＰＰ／

ＰＦＩによる民間資金の活用を図

る－を具体的な取り組みとする。

　一関市の特性に応じた施策の推

進は、▽総合計画、総合戦略との

調和を図る▽ＳＤＧｓ（持続可能

な開発目標）の理念を踏まえる▽

国際リニアコライダーを見据えた

まちづくりを推進する▽東日本大

震災からの復旧・復興を推進する

▽女性、高齢者、子ども、障がい

者、外国人等に配慮する▽自然と

の共生、環境との調和及び景観の

維持に配慮する－で構成する。

　目標の達成に向けて、18項目の

リスクシナリオ「起きてはならな

い最悪の事態」を設定し、リスク

回避のための対応方策を推進。重

点施策31項目を設定している。

　計画の推進と進捗管理について

は、計画の周知に努めるとともに、

被害想定や各種リスク情報、取組

みの進捗状況を共有しながら、相

互に連携して効果的・効率的な取

組みを展開。計画の実効性を高め

るため、進捗管理についてはＰＤ

ＣＡサイクル（ＰＬＡＮ（計画策

定）・ＤＯ（実行）・ＣＨＥＣＫ

（点検・評価）・ＡＣＴＩＯＮ（処

置・改善））により行う。総合計

画や、国・県の強靱化計画が変更

された場合など、この計画を変更

する必要がある場合には、期間内

においても適宜見直しを行うこと

としている。

　18項目のリスクシナリオを目標

ごとに見ると、「発災しても人命の

保護が最大限図られる」は、▽地

震等による建物・交通施設等の複

合的・大規模倒壊や住宅密集地に

おける火災による死傷者の発生▽

異常気象等による広域かつ長期的

な市街地等の浸水による死傷者の

発生▽大規模な火山噴火・土砂災

害等による多数の死傷者の発生▽

暴風雪及び豪雪による交通途絶に

伴う死傷者の発生▽情報伝達の不

備等による避難行動の遅れ等で多

数の死傷者の発生－の五つ。

　「発災直後から救助・救急、医

療活動等が迅速に行われる（それ

がなされない場合の必要な対応を

含む）」が▽被災地域での食料・

飲料水等、生命にかかわる物資供

給の長期停止▽多数かつ長期にわ

たる孤立集落等の同時発生▽消防

・医療施設及び関係者の絶対的不

足・被災、支援ルートの途絶によ

る医療機能の麻痺▽被災地におけ

る感染症等の大規模発生－の四

つ。「発災直後から必要不可欠な行

政機能は確保する」では、行政機

関の職員・施設等の被災による機

能の大幅な低下となっている。

　「発災直後であっても必要最低

限のライフラインを確保するとと

もに、早期復旧を図る」は、▽長

期にわたる事業活動及び情報通

信、エネルギー供給、上下水道施

設の停止による地域経済生活の混

乱▽地域交通ネットワークが分断

する事態－の二つ。「制御不能な二

次災害を発生させない」が、▽市

街地での大規模火災の発生▽沿線

･沿道の建物倒壊による直接的な

被害及び交通麻痺▽農地・森林等

の荒廃による被害の拡大－の三つ

となる。

　「発災直後であっても地域社会

・経済を迅速に再建・回復する」

については、▽災害廃棄物の処理

の停滞により復旧・復興が大幅に

遅れる事態▽復旧・復興を担う人

材等の不足により復旧・復興が大

幅に遅れる事態▽地域コミュニテ

ィの崩壊、治安の悪化等により復

旧・復興が大幅に遅れる事態－の

三つとなっている。

　31項目の重点施策に関しては、

個別施策分野として総務分野が①

公共施設等の機能強化②住民等と

の連携による地域防災力の強化③

消防・救急体制の強化④防災拠点

施設となる庁舎等の維持管理と機

能強化⑤情報の収集・伝達手段の

確保・充実。教育・民生分野は、

①公立学校施設の機能強化②空家

等対策の推進③要支援者支援計画

の策定④災害時に向けた健康相談

体制の構築⑤子育て相談体制の充

実－となっている。

　産業・経済分野は、①農地整備

の促進②農業用施設とため池の適

正管理③治山事業の促進④森林保

全事業の促進⑤民間企業等におけ

る事業継続計画の普及⑥再生可能

エネルギーの導入促進⑦後継者等

の育成。建設分野が、①住宅の耐

震化②危険な避難路の解消による

都市機能強化③橋梁等の道路構造

物の適切な管理④国・県管理河川

改修の促進（要望活動）⑤土砂災

害危険箇所等の周知・解消⑥幹線

道路等整備の促進・道路ネットワ

ーク構築－となっている。

　横断的分野としては、協働分野

が①自主防災組織の育成・強化②

防災教育の推進③労働力の確保と

人材育成④協働のまちづくりの推

進。老朽化対策分野では、①公営

住宅の老朽化対策②橋梁等の道路

構造物の適切な管理③上水道施設

の適切な管理④下水道施設の適切

な管理－となっている。

　重点施策には、ＫＰＩ（重要業

績評価指標）を示し、施策ごとの

達成すべき成果目標を設定。いず

れも18年度時点の指標を、25年度

にどの程度の指標にするかを示し

ている。

　個別施策分野の総務分野は、普

通救命講習等終了者数を６万6733

人から８万3000人、非常用発電設

備燃料備蓄タンク等整備率を61％

から100％とする。教育・民生分

野は、耐震診断未実施施設を有す

る学校数について５校から０校、

空家相談、セミナー開催回数を４

回から６回、地域子育て支援拠点

事業利用者を1922人から1580人に

することを目標とする。

　産業・経済分野は、市有林の間

伐実績を14㌶から40㌶に、燃料チ

ップ生産量（出荷重量）を１万67

93ＢＤ－ｔから１万7500ＢＤ－ｔ

に、担い手への農地集積率を53.1

％から85.0％までにすることを目

指す。

　建設分野では、木造住宅耐震診

断戸数を658戸から798戸へ、危険

ブロック塀の除却件数を０件から

90件に、市道改良率を55.7％から

56.9％に、市道舗装率を54.0％か

ら55.7％に上昇させる目標。

　横断的分野の協働分野は、市防

災指導員（ＡＩＤ）養成者数を81

人から160人に、いわての復興教

育副読本を活用した市内全小・中

学校での取り組みを継続実施す

る。老朽化対策分野は、公営住宅

の耐用年数超過率（150％超過戸

数）を350戸から309戸に、上水道

の基幹管路耐震適合率を45.7％か

ら50.5％に上げたいとしている。


